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1   総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，ＣＦ６－８０Ｃ２Ｋ１Ｆエンジン（以下，“エンジン”という。）の整

備，保管，運搬及び交換時に使用するＥＢＵ組立スタンド（以下，“本器材”という。）に

ついて規定する。 

1.2   用語及び定義 

 この仕様書で用いる主な用語及び定義は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 1.2 によるほ

か，次による。 

1.2.1   ＥＢＵ（Ｅｎｇｉｎｅ Ｂｕｉｌｄ－Ｕｐ） 

機体から着脱される単位としてのエンジン組立をいう。 

1.2.2   ブートストラップ・キット 

航空機に対し，ＥＢＵの取付け及び取外し時に使用する器材をいう。 

1.3   引用文書 

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様 

書の一部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，引用文書に定める内容が，この仕様書に定める内容と相違する場合（法令等を除

く。) は，この仕様書に定める内容が優先する。  

a) 規格 

    ＪＩＳ Ｇ ３１０１      一般構造用圧延鋼材 

  ＪＩＳ Ｇ ３４４４      一般構造用炭素鋼鋼管 

  ＪＩＳ Ｇ ３４６６      一般構造用角形鋼管 

  ＪＩＳ Ｇ ４０５１      機械構造用炭素鋼鋼材 
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b)  仕様書 

    ＤＳＰ Ｄ ６００２      けん引車・航空機用 

    ＤＳＰ Ｚ ９００８     品質管理等共通仕様書 

    Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１      航空機用機器工具一般共通仕様書 

Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７      調達品等一般共通仕様書 

c) 法令等 

  航空自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達（昭和５７年航空自衛隊達第 

    ５号） 

d)  その他 

    Ｊ．Ｔ．Ｏ．１Ｃ－ＸＣ２－２－ＤＶ－１（予備） 整備指令 

    Ｊ．Ｔ．Ｏ．２Ｊ－ＣＦ６Ｋ１Ｆ－２－ＤＶ－１    部品目録付整備指令 ターボ 

                          ファン・エンジン ＣＦ６－ 

                                                    ８０Ｃ２Ｋ１Ｆ型（ＧＥ ａ 

                           ｖｉａｔｉｏｎ） 

2  製品に関する要求 

2.1  設計条件 

設計条件は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.2 ，Ｊ．Ｔ．Ｏ．１Ｃ－ＸＣ２－２－Ｄ

Ｖ－１（予備）及びＪ．Ｔ．Ｏ．２Ｊ－ＣＦ６Ｋ１Ｆ－２－ＤＶ－１によるほか，次によ

る。 

なお，設計を実施するに当たり，現地調査が必要な場合は，官側と調整の上，現地調査

を実施することが可能である。 

a)  ＥＢＵ及び人員を搭載するために十分な強度及び剛性を有すること。 

b） ＥＢＵを搭載しての運搬及び保管時，並びに整備作業の場合，転倒しないよう安定 

    性を確保すること。 

c)  整備性に優れ，維持整備が容易であり，特別な教育を必要としないこと。 

d） 整備に特殊な器材及び工具を必要としないこと。 

e） 部品の入手が容易で，長期にわたり確保でき，継続して部品取得が可能であること。 

2.2 構成 

 構成は，表１による。 

表１－構成 

品  名 数量 単位 

ベース １ ＥＡ 

クレードル １ ＥＡ 

トーバー １ ＥＡ 

作業床 １ ＳＥ 
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2.3   材料・部品 

材料及び部品は，ＪＩＳ Ｇ ３１０１，ＪＩＳ Ｇ ３４４４，ＪＩＳ Ｇ ３４６

６，ＪＩＳ Ｇ ４０５１及びＣ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.3 によるほか，ボルト等

の小部品については，ＪＩＳ規格品を使用し，緩み防止機能を有するものとする。 

2.4   加工方法 

加工方法は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.4 による。 

2.5   構造・形状・寸法・質量 

構造，形状，寸法及び質量は，次によるほか，付図１を基準とし, 細部は，承認図面に

よる。 

2.5.1   構造・形状 

構造及び形状は，次による。 

2.5.1.1  ベース 

ベースは，次による。 

a)  鋼管及び鋼板の溶接及びボルト締めによる組立構造とするほか，クレードルと接合可

能な形状とし，クレードルをクイックリリースピン４ＥＡで固定可能なものとする。

また，ＥＢＵ下部の整備作業に支障のない形状とする。 

b) 車輪４ＥＡ及びステアリング機構２ＥＡを有するものとする。 

c)  本器材が移動しないよう停止させておくためのブレーキ又は，同等の機構を有するこ

と。 

d） 車輪４ＥＡには，移動時の衝撃を吸収するサスペンション機構を有すること。 

2.5.1.2  クレードル 

クレードルは，次による。 

a)  クレードルは，鋼管の溶接及びボルト締めによる組立構造とするほか，エンジンの 

エンジン・ファン・ケースのハンドリング・ポイントに接合する前方取付金具２ＥＡ

（取外し可）及びエンジンのエンジン・タービン・リア・フレームのハンドリング・

ポイントに接合する後方取付金具２ＥＡを有するものとする。 

b) 前方取付金具及び後方取付金具は，ＥＢＵの取付け及び取外しが容易な構造とし，汎

用工具で実施可能であるものとする。 

c)  ブートストラップ・キットによるスリング・ポイントとして，シャックル（ＡＮ１１

６－１６又は同等品）４ＥＡを有するものとする。 

2.5.1.3  トーバー 

トーバーは，ベース前後のステアリング機構どちらにも取付け可能とし，伸縮して長さ

を調節でき，任意の長さで固定可能なものとするほか，ＤＳＰ Ｄ ６００２により，け

ん引可能なものとする。 

2.5.1.4  作業床 

作業床は，左右対称とし，ＥＢＵ搭載時にＥＢＵと接触することがなく，整備作業に支

障のない形状とするほか，床上面は滑り止め加工を施すものとする。また，側方及び後部

に取外し式のはしごを１ＥＡずつ（左右計４ＥＡ），転落防止のための取外し式手すりを

有するものとする。はしご及び手すりは，人員１名で容易に脱着が可能なものとする。 
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2.5.2   寸法・質量 

寸法及び質量は，表２による。 

表２－寸法・質量 

最大寸法（ｍｍ） 最大質量 

（ｋｇ） 
備 考 

 全長
ａ） 全幅 全高 

４ ０００ ４ ０００ ２ ５００ ２ ５００ ＥＢＵ未搭載状態 

注 a) 
 トーバー及び突起物を除く。 

 

2.6   機能・性能 

  機能及び性能は，次による。 

2.6.1   機能 

a)  エンジンを搭載し，エンジンの整備，保管及び運搬が可能であること。 

b)  ベースとクレードルが分離でき，分離したクレードルを使用してＥＢＵの交換が可 

    能であること。 

2.6.2   性能 

a)  ＥＢＵ搭載による最大使用荷重は，６１ ｋＮとする。 

b)  作業床の最大使用荷重は，左右それぞれ１ ９６０ Ｎとする。 

c) ＥＢＵ搭載時，４．８ ｋｍ／ｈでけん引が可能なこと。 

d) ＥＢＵ未搭載時，１０ ｋｍ／ｈでけん引が可能なこと。 

2.7   表面処理 

 表面処理は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.6 による。 

2.8   製品の表示 

 製品の表示は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の 2.7 による。 

  なお，銘板については，１種銘板とする。 

2.9   品質管理 

 品質管理は，ＤＳＰ Ｚ ９００８によるものとし，要求事項は，ＤＳＰ Ｚ ９００

８の表１のｃによる。 

3   品質保証 

3.1   製品試験 

  製品試験は，次によるほか，2.6 の機能及び性能が満足していることを確認する。 

3.1.1   耐荷重試験 

  最大使用荷重の３倍の荷重で耐荷重試験を実施し，各部に異状のないことを確認する。 

3.2   監督・検査 

 契約担当官等の定める監督及び検査実施要領に基づき実施する。 

4   出荷条件 

出荷条件は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｂ９９００１の箇条 3による。 
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5   その他の指示 

5.1   提出書類 

 契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.1 により，次の書類を提出する。 

a)  類別原資料 

b)  取扱説明書（会社刊行技術資料） 

c)  特定化学物質等の資料 

d)  貴金属等管理資料 

5.2  貸付文書 

貸付文書は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.2.2 に基づき，表３によるものとし，無

償で閲覧又は貸付けを受けることが可能である。  

表３－貸付文書 

名 称 文書番号等 部数 閲覧・貸付場所 

整備指令 Ｊ．Ｔ．Ｏ．１Ｃ－ＸＣ２－

２－ＤＶ－１（予備） 

１部 航空自衛隊 

補給本部 

部品目録付整備指令 ターボ

ファン・エンジン ＣＦ６－

８０Ｃ２Ｋ１Ｆ型（ＧＥ ａ

ｖｉａｔｉｏｎ） 

Ｊ．Ｔ．Ｏ．２Ｊ－ＣＦ６Ｋ

１Ｆ－２－ＤＶ－１ 

１部 

 

5.3  附属品 

  附属品は，表４による。 

表４－附属品 

品  名 数量 単位 

車輪止め ２ ＥＡ 

 

5.4  承認用図面 

  契約の相手方は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.3 により，次の承認用図面を作成の

上，提出し，承認を受けなくてはならない。 

a)  外形図 

b)  組立図 

c)  銘板図 

5.5   技術変更提案（ＥＣＰ） 

  技術変更提案（ＥＣＰ）は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.7 による。 

5.6   装備品等不具合報告（ＵＲ）対策 

 装備品等不具合報告（ＵＲ）対策は，Ｃ＆ＬＰＳ－Ｙ００００７の 4.4 による。 
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5.7  立入制限場所への立入 

  契約の相手方は，部隊等の長が定めた立入制限場所へ立ち入る必要がある場合は，航空

自衛隊の立入制限場所への立入手続等に関する達の定めるところにより，立入りを許可さ

れた者でなければならない。 

5.8   官側における支援 

 契約の相手方は，現地調査を実施するに当たり，官側の支援が必要な場合は，次の事項

について事前に官側と調整の上，無償で支援を受けることが可能である。 

a) エンジン   

b) 現地部隊が保有する器材等の使用 

c)  現地部隊における搬入器材の保管及び作業のための施設提供 
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